
※別添２ 
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削

減等に関する特別措置法の規定に基づく窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排

出基準 
 
１． 貨物自動車、バス、特種自動車 

車両総重量１．７ｔ以下 
    窒素酸化物排出基準：０.４８g/㎞（昭和６３年規制ガソリン車並） 
    粒子状物質排出基準：０.０５５g/㎞（注１） 

車両総重量１．７ｔ超２．５ｔ以下 
    窒素酸化物排出基準：０.６３g/㎞（平成６年規制ガソリン車並） 
    粒子状物質排出基準：０.０６g/㎞（注１） 

車両総重量２．５ｔ超３．５ｔ以下 
    窒素酸化物排出基準：５.９g/kWh（平成７年規制ガソリン車並） 
    粒子状物質排出基準：０.１７５g/kWh（注１） 

車両総重量３．５ｔ超 
   窒素酸化物排出基準：５.９g/kWh(平成１０年規制ディーゼル車並） 
   粒子状物質排出基準：０.４９g/kWh(平成１０年規制ディーゼル車並) 

 
２． ディーゼル乗用車（注２） 

   窒素酸化物排出基準：０.４８g/㎞（昭和５３年規制ガソリン車並）粒

子状物質排出基準：０.０５５g/㎞（注１） 
 
  (注１)  粒子状物質排出基準値は、新短期規制（平成１４年から実施）の２

分の１の値としている。これは、中央環境審議会の「今後の自動車排

出ガス低減対策のあり方について」（第４次答申平成１２年１１月）

を踏まえたもので、この答申において、新長期気鋭（平成１７年から

実施予定）については、新短期規制の２分の１程度より更に低減した

規制値とすることが適当であるとされている。 
（注２）特種自動車でディーゼル乗用車ベースものを含む。 

 


